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抄録

障害児ばかりでなくさまざまな理由で教育を受 けることのできない子 どもたちを 「特別な教育

的なニーズ」・を持 っている ものととらえ、彼らのための教育を 「特別 なニーズ教育」 とする。彼

らを含むすべ ての子 どもを地域 の中の学校で教育してい くこと、つま り通常の教育の中で 「特別

なニーズ教育」を行 うというインクルージョン教育の考 えが宣言 された。 これが1994年 のユネス

コ主催の国際会議に置 いて採択 されたサ ラマンカ声明である。イギ リスでは、 その20年 前 から同

じような考えのもと、障害児のための教育システムを改革して きている。この よう.な国際的な流

れを受けて各国は障害児教育のシステ ムを変革しつつある。

日本 においても、近年、障害児のための教育についての現状とこれか らのシステムに関す る検

討と提案が公けにされている。

はじめに

ここ数年、諸外国ですでに実施されている

障害児 を含む子 どもたちのための教育の新 し

い考え方が我が国に紹介 され、現行の 日本の

特殊教育制度を基にしながらも変革させた障

害児のための新 しい教育 システムについての

提案が なされている。このような動きは徐タ

にではあるが、着実に大きくなっている とい

えるだ ろう.。1)

この動 きは、けして 日本単独 のものではな
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く、世界的な潮流の中にある ものであ り、そ

の大きな動向の中に現在の 日本の動 きも位置

づけられる。

本論は、障害児 を含む子 どもたちのための

この新 しい教育 システムの内容とその成立過

程を整理 して概 観し、日本べ の適用における

提案 と課題を考えることを 目的とする。

この目的のために以下の ような順序で論を

進める。

1サ ラマンカ声 明について

II現 行の日本の特殊教育制度と

その課題

皿 「特別なニーズ教育」 という
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考え方の成立過程

IV「 特別なニーズ教育」の日本への

適用における提案 と課題

1サ ラマンカ声明 について

障害児 を含む子 どもたちの新 しい教育に関

する原則や考え方が国際的なレヴェルで宣言

されたのは、1994年 の通称サラマ ンカ声明に

よる もの とされる。それで、本論ではまず、

このサ ラマンカ声 明についてふれる。2)

1994年6月 にスペ イ ンの中央 部 にあ る

サ ラマ ンカ市 でユ ネス コ とスペ イ ン教

育 ・科 学省 の 共催 に より、 特 別 な教育ニ
ーズ に関す る世界大会 が開かれ、丁特別 な

ニー ズ教 育に 関す る原則 、政 策、実践 に

関 す るサ ラマ ン カ声 明」(TheSalamanca

StatementonPrinciples,Policy,andPractice

inSpecialNeedsEducation)が 採択 された 。

また 同時 に、声明 の実 施に あたっ て、政

府、 国際 組織 などに よる政策に ついての

情報 を伝 え、行動 の指針 を与 える ことを

目的 と した 「特別 なニーズ教 育に 関す る

行動 の枠組 み」(TheFrameworkforAction

onSpecialNeedsEducation)も92の 政府 機

関 と25の 国際 襪 関 に よって 採択 された 。

サラマ ンカ会議は1990年 のタイのジョムチ

ャンで開催された 「万人のための教 育に関す

る世界会議一基本的学習ニーズへの対応 一」

世界会議に続 くものであ った。1990年 のこの

会議で は、世界人権宣言の 中に 「すべての者

は、教育を受ける権利を有す る」という規定

があるにもかかわらず、いまだに多 くの子ど

もたちが、初等教育を受けてお らず、識字率

も低 く、必要不可欠な知識や技能す ら身にっ

けるこ とがで きないままでいるということを

確認 した。サラマ ンカ会議 は1990年 の会議を

受け、そのような教育 に 「アクセス」で きな

い子 どもたちのための教育(「 特別 なニーズ

教育」)に 関する提言 を行 ったのである。 こ

の声 明の 申に出て くる 「特別なニーズ教育」

がこれか ら本論で述べてい く新しい教育 シス

テムを示す名称である。この教 育については

後で詳 しく紹介するが、ここでは主な特徴を

述べることにとどめる。

まず、第一の特徴は、「特別な 二一ズ教 育」

が想定 している対象とす る子どもたちのこと

である。その子 どもたちとは、

・地域の学校 に通えないいわゆ る障害児

たち

・学校 で困難を経験 してい る子どもたち

・留年を繰 り返 し、1～2年 の初 等教育

しか完了できないこともた ち ・

・働かなければな らない子 どもたち

・ス トリー ト・チルドレン

・戦争 の犠牲者である子どもたち

・虐待 を受けている子 どもたち

・理 由のいかんを問わず、単に学校へい

かない子 どもたち

などである。

これを見れば一目瞭然であるが、「特別 な

ニーズ教育Jは これ までの障害児教育 とは異

なり、対象児 を障害を持つ子 どもたちに限定

せず、広 く教 育に 「アクセス」できず、学校

教育の恩恵を受 けることができないすべての

子 どもたちを対象 としている。

現在の 日本の教育はサラマンカ声 明の中の

該当す る対象児 に対して十分とは言えないま

でも、それな りの対応 をしているといえるだ

ろう。障害児の問題に限定して も、1979(昭

和54)年 の養護学校の義務制実施にともない、

すべて の障害児 に対 して教育の場(学 校)を

提供す ることがで きたのである。3)そ して、

いかなる重度重複児に対 しても学校で教育を

行っているということは世界でも先進的であ

るだろ う。

そして、サラマ ンカ声明の第二の特徴 とし

ては～ このような特別 な配慮を必要とす る子

どもたちは、けして特別な場所で教育 を受け 、

るのではな く、大多数 の子 どもたちのために
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設け られた学校の 中で教育 を受 けるとい う、

インクルージョンlnclusionの原則 を想定 して

いることである。

現在の 日本の障害児教育 にとって このサラ

マンカ声明が衝撃的なの は、このインクルー

ジョンの原則だろう。後で述べるように、障

害をもつ多 くの子どもた ちにとっては、現在

の日本 の特殊教育諸学校 は通学区域の中には

なく、地域の学校に通 うことに比べ通学 には

多 くの時間を要する。子どもたちはス クール

バスな どを使って通学せねばならず、特殊教

育諸学校は子どもたちに とって地域性は乏 し

く、位置的にも通常の学校 と分離されている

状態で教育が行われているのである。

サラマ ンカ声明で提案された 「特別なニー

ズ教育」 の方向は、日本の現行特殊教育にと

ってどのような意味があ り、 どのように受け

止めればよいのだろうか。

次に、現在の 日本の障害児のための教育 に

ついてふれる。

皿 現行の日本の特殊教育制度と

その課題

1日 本 の特 殊教 育 制度

日本の障害児のための教育制度「特殊教育」

の内容 を、学校教育法に見ていく。4)

194?(昭 和22)年 に施行された学校教育法

の中で、第1章 総則、第2章 小学校、第3章

中学校、第4章 高等学校、第5章 大学に続 き、

第6章 特殊教育 とある。それまでの章は学校

機関の名前であるが、障害児 のための教育の

規定である第6章 だけが教育の内容を表 した

タイ トルである。

「第6章 特殊教育」 にでて くる障害児のた

めの教育機関と指導の形態 としては、

①特殊教育諸学校

(学校教育法第1条 に定められた1条

校である以下の三つの学校)

盲学校

聾学校

養護学校'

②特殊 学級

第75条 に よれば、小学校、 中学校及び

高等学校に設置可能である。

③訪問教育

第75条② により、教員が子 どもたちの

いる場所に出向いて教育をする。

④通級 による指導

学校教育法施行規則の第73条 の21に規

定 されてあり、1993(平 成5)年 か ら実

施 された指導の形態である。

以上の4つ である。

次に、学校教育法及び関連法規の中に出て く

る、特殊教育で対象 とする子 どもたちについ

ては、

①盲者 ・弱視者

②聾者 ・難聴者

③精神薄弱者

④肢体不自由者

⑤病弱者

⑥言語障害者

⑦情緒障害者

⑧その他心身に故障のあ る者で特殊学級に

おいて教育を行うことが適当なもの

以上の8種 である。正確には①から⑦の7

種であ る(す べて、1998年10月 現在 の条文の

中の言葉をそのまま列挙した)。

日本の障害児教 育は、4つ の教育機関など

において7種 の障害児を対象 として教育を行

ってお り、障害の種類や程 度によって教育の

場は決 まってくる。例えば、知的障害の子 ど

もたち(「精神薄弱者」)は 養護学校、特殊学

級、あるい は訪問教 育を受けることはできる

が、「通級による指 導」 については学校教育

法施行規則の第;73条の21対 象か ら、はずれて

いるために法規上はその指導を受 けることは

できないことになっている。
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2特 殊 教 育制 度 の課 題=

地 域性 の 欠如 あるい は通 常教 育

か らの分離 の 問題

特殊教育諸学校の設置義務者は都 道府県と

されている。 そのた め、通学区域は通常の小

学校や中学校に比べ広域 になってお り、既 に

述べた ように、障害の程度が重度の子どもた

ちでもスクールバスによる遠距離通学をしな

ければならない。そのため長い通学時間の問

題や地域にいる同年代の子どもたちとの交流

が乏 しくなるな どの問題 をもっており、地域

性の点か らも、特に特殊教育諸学校の教育は

通常の教育とは分離されているといえる。 こ

れが、第一の問題点であ ろう。

なお、その通学区域については後期中等教

育段階 にいる障害をもつ子どもたちには、例

えば通学のため に公的な交通機関などを積極

的に利用させることによ り、生活の 自立や社

会参加の可能性 もでて くるのでむ しろ広域 の

方が望 ましいとも考えられる。 このよ うに地

域性の問題は年齢や発達段階によって意味が

変化 して くると考えられ るが、義務教育段階

の子どもたちにとっては広す ぎる通学区域 は

問題であろう。

次に、平成5(1993)年 度か ら実施された

通級 による指導によると、子 どもたちは学籍

を地域の通常学級に置き、必要な時間だけ通

級学級で授業 を受けるのである。特殊教育諸

学校 、特殊学 級や訪問教育に比べて地域性の

欠如あ るいは通常教育か らの分離 という色彩

は薄い。「特別なニーズ教育」 とい う視点か

らもこの通級に よる指導 というのは、積極的

な意味 をもっているといえるが、子 どもの学

籍のある通常 学級 の中での指導につ いては、

「特殊 教育」の範疇ではないのである。これ

が第二の問題点であろう。

現行の 日本の特殊教育は、通常の教育 とは

分離した教育の場を設定 し、そこで、あらか

じめ対象 とした障害児を教育している。つ ま

り、特殊教育諸学校、特殊 学級、訪問教育 、

通級に よる指導 のみを特殊教育と呼ぶのであ

り、これ以外は、特殊教育ではないのである。

つまり通常学級 の中にいるいわゆる障害児の

教育は、現状では特殊教育の問題ではない こ

とになる。

障害児教育の専 門家ではない通常学級の担

任の教員が40人 学級 という条件の中で障害児

を教育す るような事態が現実に起きている。

その担任教員を直接間接 にサポー トするよう

な体制 もないま までは学級の担任教員に大 き

な負担 をかけるだけであ ろう。保護者 たちの

通常の教育を志向する傾向が続 く限りこの問

題は膨 れ上がるばか りである。ただ通常の学

級に障害児が学籍を置 く場合でも、・通級によ

る指導 を受ければ、特殊教育の専門性に浴す

ることができるのだがすで に述べた ように、

障害 の種類に よっては(つ ま り知的障害は)

通級の指導の対象になってはいない。

日本の障害児教育は、特殊教 育の制度 の枠

の中にいる子どもたちにはその専 門性が十分

発揮されるが、その枠の外にいる子 どもたち

には直接 にかかわ ることがないのである。

このように現在 日本の障害児のための教育

である特殊教育制度はサ ラマンカ声明の方針

には合致 していないように思われる。

皿 「特別なニーズ教育」という

考え方の成立過程

現在の 日本の障害児教育のこれか らのあり

方に影響 を与えている 「特別 なニーズ教育」

という考え方は、1994年 のサ ラマンカ声明で

突然に出現したわけではない。この 「特別な

ニーズ教育」あるいは、この教育を受けるべ

き子どもたちを指し示す 「特別なニーズの あ

る子どもたち」という概念は、サラマ ンカ声

明の20年 も前にイギリスで提案 されたもので

あった。ここではイギリスでその考え方が成

立 し、それが システム として機能してい く経

過を、山ロ(1996;1997)を もとにたどる。5)
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1ウ ォーノ ック報 告

イギリスでは1960年 代か ら1970年代にかけ

て、特殊教育の改革 の動 きが高まり、1974年

にMaryWarnockを 委員長 とし、教育、医学、

社会事業、経済界 の関係者 と障害者の親を含

む 「障害児 ・青少年の教育に関する諮問委員

会」が結成された。1978年 にこの委員会は、

厂特 別 な ニ ー ズ教 育 」(SpecialNeeds

Education)報 告書をイギリス議会 に提 出し

た。これ を通称ウォーノック報告(Wamock

Report)と い う。この報告書の中で 厂特別 な

ニーズ教育」や 厂特別な教育的ニーズのあ る

子どもたち」 という言葉と概念 を用いたので

ある。 ウ ォーノ ック報告 の主な事項 は山口

(1997)に よると以下のようである。

・児童及び青年に対するサーヴ ィスの計

画は、6人 に1人 あるいは5人 に ユ人

の子 どもたちが、何らかの特別な教育

的取 り扱いを必要 とするであろうとい

う推定 に基づいて行わなければな らな

いo

・現行法で規定されている障害児のカテ

ゴリーは廃止されなければ ならない。

・「学習困難児」という術語は、今後は、

現 在教育 遅 滞(eduationallysub-

normal)と 分類されている子どもと、

現在 しばしば治療的サー ヴィスの対象

となっている教育上の困難をもつ子 ど

もの両者を記述するために用いられる

べ きであるQ

・重 度、重複および長期にわた る障害を .

もつ子 どものために、多 くの分野の専

門家チームによって準備 された、子 ど

ものニーズについての詳細なプロ フィ
ールに基づいて、地方教育局が、通常

は普通学校で利用することのできない

特別な教育的取 り扱 いが必要であると

判断 した子どもについて、その特別な

教育的取り扱いの必要について記録の

方法が体系化 されなければならない。

また、徳永(1997)6)は このウ ォー ノック

報告の趣旨を次の3点 にまとめている。

①医学的分類 による障害ではな く、 「特別

なニーズ教 育的ニーズ」 と して障害のあ

る子 どもと学習に遅 れのある子 どもを連

続的に とらえた。

②特別な教育 的ニーズ の詳細 とその教育

.的手立てを明記 した障害のあ る子 どもの

教育手帳であるステー トメン ト制度 を導

入した。

③イ ンテグレーシ ョンについでは、「教育

の場 と同様 にその教育の質 を大切 に し、

分離された形態で教育 を受けている子 ど

もが通常 の学校で、特別な教 育的手立て

を受 けることが可能にな ることを望む」

としている。

2政 府 白書

「教 育 にお け る特 別 な ニ ーズ」

1980年8月

ウォーノック報告を受けて1980年8月 に政

府白書が出された。

それによると、厂特別 な教育的 ニーズ」 を

「身体、知覚 もしくは精神 の障害、または情

緒 もしくは行動の片寄 りに起 因するニーズ

で、教育の場、 内容、時期 もしくは方法とい

った事項に関して特別な措置を必要 とする も

の、並びにその効果の点で類似のみられるそ

の他のニーズを含む」と定義 し、それに適切

に対処するために次のような法改正が必要で

あると述べている。

・現在の法 は、心身の特定の障害 にあ ま

りに も重点 を置き過 ぎてお り、すべての

範囲の特別 な教育的 なニーズに適切 に対

応で きるように法の表現を改正 しなけれ

ばならない。

・より重度の障害 をもつ児童 や青年 の利

益や適法な親の希望を考慮する必要がある。

・ある意味で は、一人「人の子 どもの教

育的 ニーズは 「特別」なのである。 しか
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し、一般 的な意 味での特別 なニーズ は現

行法 で対応 で きるが、よ り大きな、 よ り

持続 的な問題 をもつ少数の児童および青

年 については対応 で きる法的 な枠組みが

必要である。

31981年 教 育 法

(EducationAct1981)

1981年 教育法が1981年10月30日 に制定 され

た。

この法律により、地方教育局は、正式にで

きる限 り通常の学校で特別な教育的ニーズの

ある子 どもの教育を準備するように義務づ け

られたのである。この法律の要点 としては次

の4つ が挙げられる。

①心 身の障害の類型 に応 じた枠組み を替

え、「特別 な教 育的ニーズ」とい う、障害

の種類に とらわれない広い概念 を導入す

るこ とに よって、個 々の子 どもの具体的

なニーズに対応 した柔軟な措置が講ぜ ら

れるようにしたこ と。

②統合教育の原則 を宣言 したこと。

③親の教育に関与する権利を宣言 したこと。

④教育的ニーズのアセスメ ン トおよび特

別 な教育 的対応の決定 に関す る手続 きを

整備 したこと。

このように、1978年 のウ ォーノック報告か

ら数年 かけて具体 的な法律 となった。

N「 特別なニーズ教育」の日本への

適用における提案と課題

先進諸国の動向があちらに向いているから

我 が国もその方向 に進むとい う安易 な同調

や、いわゆる外圧に よって自らの制度を変革

する とい うような主体 性を欠いたものでな

く、 これまで培って きた障害児に対す る専門

性を生かしなが ら、かつそれを発展 させるよ

うな開かれた地域性と統合性 を兼ね備えた シ

ステムをめ ざすこと。 これが、 これからの

「障害児教育」,「通常教育」に共有すべき普遍

的な視点であろ う。 このような基本的な考え

方によった ところの、これまでなされた構想

や提案 について、次の二つを取りあげる。

まず、現行の特殊教育制度を基本的な条件

として、その中の 「地域性」 と 「統合性 」を

どのように取 り入 れるかという構想である。

1宮 崎 直男 の 「養 護学校 児 童 ・生徒

の小 ・中学校 特殊 学 級へ の転 籍」

論(1995年)7)

この構想 は、「特別なニーズ教育」とかイ

ンテグ レ`.シ ョンというような術語などは使

ってはいないのだが、障害児(知 的障害児に

限定 して)教 育を通常の教育との関連で論じ

ており、本論のテーマである 「特別なニーズ

教育」 という視点とは別な立場からなされた

構想と してここに取 り上 げる。この論が刊行

された年は、 まさに障害児教育と通常の教育

の接点 となる通級 に よる指導が実施 された

1995年 である。

宮崎は、養護学校の小 ・中学部は 「精神薄

弱児の出現率 、社会状況の変化、保護者の意

識の変化、経済の成長、教育現場の活性 化等

を考慮すれば」その 「役割をはたした」とし

て、養護学校の小 ・中学部の児童生徒 を、地

域の小学校 ・中学校の特殊学級へ転籍するこ

とを提 案している。事実上 の養護学校の小 ・

中学部の廃止であるが、そのメリットとして、

宮崎は以下の点を指摘する。

①設置者の違いから養護学校 と特殊学級間

の移動にはひとつ壁があったが、教員の異動

が容易 にな り、また通常の学級担任経験者が

増えることで、教員としての資質の向上がは

かれる。

②実質的な交流が 自然な形で実施され る。

③スクールバス利用などによる遠距離通学

がな くなることで地域での仲間づ くりで き、

学習時間も確保で きる。

そして、「通常の教育の中の障害児教育 と
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いう立場に立ち、養護学校教師も教科指導の

力をつける必要がある。教科指導の力をつけ

ることによって生活中心の教育に幅 と深みが

増 し、従来か らの 『はい回 り教育』への批 判

を払拭 し、養護学校教育が見直される機会 と

なる、 ・・障害児教育が通常の教育の中に位

置つか ない限 り障害児教育の未来 は見えてこ

ない。」としている。

現行の特殊教育制度の一部変更による、専

門性と地域性 ・統合性をめざすという論で あ

るが、通常教育 との連携 を強 く「訴 え、「特殊

教育」という限定 された枠に止 まってはいな

い。'

2日 本 特殊 教 育 学 会 の 障害 児 教 育 シ

ステ ム研 究委 員会の 提案

本論のテーマ 厂特別なニーズ教育」 という

視点をもった提案 をとりあげる。

これは、筆者も1993年 の設置以来、委員 と

して所属 している本研究委員会が、1998年 文

教大学で開催された第36回 日本特殊教育学会

のシンポジウムで行った 「特別教育」に関す

る提 案8)であ るが、・それを中心 にその骨子を

ここに述べる。

本委員会は、「特別 なニーズ教育」とい う

言葉 ではなく、「特別教育」とい う言葉を使

っているが主旨は同じである。

1)義 務教育段階における特別教育の

基本構想

この 「特別教育」構想は、特別な教育的ニ

ーズをもつ子どもたちの教 育に 「専 門性」、

及び 「統合性」・と 「地域性」という条件を満

たそうとしたものであり、特別教育を 「通常

学級 における特別教育並びに学習支援教 室、

特別学級、または特別学校 における教育」 と

規定す る。

現行制度の特殊教育諸学校は特別学校に一・

本化 し、特殊学級 は特別学級に名称 を改め、

通級指導教室はその対象 と機能を拡大し学習

支援教 室とする。

義務教育段階で は特別教育の対象 となるす

べての子 どもは地域の学校に所属する 「学籍

一元化」が原則 であ り、通常学級で何らかの

特別な教育を受けることが満たされる子ども

から、特別学校で一貫 して教育を受けるもの

まで幅があるが、全員が入学と卒業は学籍の

ある地域の小 ・中学校であ る。

この教育では、個別指 導計画に基づく教育

を前提 とし、地域の医療 ・療育 ・福祉機関と

の連携 を深める。

次に、通常学級、学習支援教室、特別学級、

特別学校それぞれにおける特別教育について

述べる。

①通常学級における特別教育

すべての時間を通常の学級で学ぶ子どもに

対 しては、学習支援教室や特別学級あるいは

特別学校からの巡回指導 を行う。通常学 級の

定員は現行40人 よりも少ない30人 以下とし、

学級 に在籍する障害児 の数 も限定す る。指

導 ・支援の内容 としては、直接子 どもの指導

にかかわったり、担任教 師への指導方法に関

する助言や教材 ・教具の提供などが中心 とな

る。運動障害のある子 どもの ための介助員制

度、ケースによっては補助教員の採用 など補

助教員の配置も必要である。

②学習支援教室における特別教育

対象 とする子どもは、学習障害児の軽度の

知的障害児ばか りでな く学習不振 児や不登校

児など通常教育において問題をもつ子どもも

含む。 この教 室はすべての小 ・中学校に設置

し、担当教師の人数は学校の児童数をもとに

決め られ る。機能は、通級 指導、巡回指導 、

教育相談などである。「ことばの教室」など

は、厂地域ブロック」(こ れについては後で述

べる)の 中で計画設置 し、他校へ の通級 もあ

りうるので、特別学校、特別学級の教員 との

連携も必要 となる。

③特別学級における特別教育

対象とする子どもは、基本的 には大半の時
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間を特別学級で生活する ことの必要なもので

あるが、主として障害に起因する特別な教育

のニーズの子どもたちであろう。学級の設置

条件は1名 からとし、対象児 がいれば地域ブ

ロックの学校に設ける。ノンカテゴリカルな

受け入れを行うが、障害種 が異なる場合には、

障害種別に対応する特 別学級 を複数設置す

る。重度の障害児が在級する場合は、教師の

加配を行うが、特別学校支援部 門の教員、ス

クールカウ ンセラー、男OT・PT・ST、 看

護婦な どによる巡回指導、教育相談、指導助

言の支援体制が必要である。

④特別学校における特別教育

まず特 別学校をできるだけ小規模化 し分散

化を促進すること。

地域性 を重視 し、制度的に市区町村への移

管を行 い、複数の特別学級 を含んで いる小 ・

中学校へ、あるいは特別学校の分校 とするな
・どの方式 も検討する

。小 ・中学校の空 き教室

の利用可能性などの要因も考慮する。

次に、特別学校はセンター的な役割をはた

す。

特別学校は、地域の特別教育のリソース と

して センター的機 能を もつ。それ には、重

度 ・重複障害児を対象と した教育部門と巡 回

指導部 門、相談、コーディネー ト ・研修な ど

を行う特別教育支援部門か ら構成され る。

特別教育支援部 門の内容 としては、保護者

や教員 の相談、教員研修、教材 ・教具の貸 し

出し、地域の特別な教育的ニーズをもつ子供

たちの実態把握、地域の教育資源の活用等 を

通 して、各関係機関との連絡調整 を含めた コ
ーディネー トの機能を果たす。

2)重 層的な特別教育 圏構想

特別教育 は重層的な教育圏構想 に基づき、

地域の関係諸機 関との連携を図ることを前提

に計画実施される。

特別教育圏は、次の3層 か らなっている。

①中学校 区単位の 「地域 ブロ ック」(人 口

5千 人程度の町村 レベル)

「特別なニーズ教 育」を含めすべての教育

は、 この 「地域ブロック」においておこなわ

れるが、そこで充足できない専門性の高い教

育的ニーズは、より上位の特別教育圏がバ ッ

クアップの機能を果たす。

②複数の地域ブロックか らなる 「地域特別

教育圏」(5万 人程 度の小規模都市 ・複数町

村 レベル)

この教育圏には、 その地域の特別な教育的

ニーズをもつ子供たちの適切な教育保障のた

めに、各学校 の特別学級教員や学習支援教室

担当教員、特別学校の支援部門担当者などに

よる 「特別教育協議会」(仮 称)を 設けて連

絡調整 と研究のための会議 を行う。.

③都道府県をい くつかに分割 した 「広域特

別教育圏」(人 口20万 程度の中規模都 市 ・複

数市町村 レベル)

この教育圏には、特別教育の中核 となる特

別学校 をもうけ、より高度の専門性 とセンタ
ー機能 を有するよう整備する。この特 別学校

には、教員だけでなくスクールカウンセ ラー

やOT・PT・STな どの専門職員、そ して看

護婦な どのスタ ッフが配置され、医療的ケア

の必要 な子 どもはたちに対して、病院や医療

機関と併設される場合もあ る。

なお、視覚障害児教育、聴覚障害児教育を

もとにする視覚障害児教育センターや聴覚 障

害児教育センターは、全県を対象 として特別

教育を担う。

上に述べた教育圏は、地 域の格差や特性を

考慮に入れ柔軟性 をもって設けられる。

3)い くつ かの課題

「特別なニーズ教育」を日本に適応した場

合の課題についていくつかの課題を指摘 した

いo

・本来、「特別 なニーズ教育」之は.、既に述

べたよ うに対象 とする子 どもとしては障害児

だけではなく、開発途上国における広 く教育
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に 「アクセス」できないようなストリー ト・

チ ル ドレンな どを想定 しているのであ る。

「特別なニーズ教育」で対象とする子供たち

に対しては、すでに教育 ・福祉の制度が確立

している日本のような国にそのまま適用する

には、多 くの課題があるだろう。戦後五十年

以上にわたり先達が築 き上げてきたこれまで

の制度を簡単 には否定できるわけではない。

しかし、現在、実際に運用されている制度の

抜本的、総体的な見直しと改革が必要となり、

それに費やすエネルギー は莫大な ものとなる

ことは容易に推測で きる。

・現行の特殊教育が対象 とする子 どもたちに

対 しては、長年蓄積 して きた教育課程や指導

法で対応するとして、これまで対象としてこ

なかったが、「特別 な教育ニーズ」のある子

どもたちへの教育課程や指導法については ど

のようにするのか。通常教育の教員の研修の

必要性 などを始め、これまでにない、 より一

層の通常教育との連携をはからねばならない

だろう。
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